
消防同意を円滑に行うための留意事項 
 

 消防同意の審査を円滑に行うために、消防同意の審査時によくある指摘をもとに留意してい

ただきたい点を法令基準及び指導基準により例示しましたので、申請時の参考としてください。 

 

消防用設備に関する留意事項 

１ 一般的事項 

 ●防火対象物の用途と消防法施行令別表第１に掲げる項を明記してください。 

 【例】老人短期入所施設（避難が困難な要介護者を入居させるもの）：６項ロ⑴ 

    複合用途防火対象物：16 項イ 

 ●複合用途防火対象物の場合、各部分の用途の記載と用途ごとの床面積を求積してください。

（共用部は按分して計算する。） 

 ●防炎防火対象物の場合、「カーテン、じゅうたん等は防炎物品を使用する」ことについて

明記してください。 

 

２ 収容人員 

 ●収容人員を算定し明記してください。（棟全体、階ごと、用途ごと） 

●収容人員の算定方法は、消防法施行規則第１条の３に従ってください。 

●面積割りによる人員算定は、小数点以下切り捨てにしてください。 

●宿泊施設及び病院の就寝施設として用いる居室の人員算定は、小数点以下切り上げしてく

ださい。 

●従業者数を明記してください。 

●新築の共同住宅における収容人員の算定は、下表を参考にしてください。 

住戸タイプ 
１Ｋ・１ＤＫ 

１ＬＤＫ・２ＤＫ 

２ＬＤＫ 

３ＤＫ 

３ＬＤＫ 

４ＤＫ 

４ＬＤＫ 

５ＤＫ 

算定人数 ２人 ３人 ４人 ５人 

 

３ 無窓階 

 ●階ごとに無窓階の判定をして、その結果を明記して下さい。 

 ●無窓階の判定方法は、消防法施行規則第５条の３に従ってください。 

  ※直径１ｍ以上の円が内接できる開口部又は幅 75ｃｍ×高さ 1.2ｍ以上の開口部を２以

上有し、かつ開口部の合算が床面積の 1/30 を超えるようにしてください。 

 ●ガラスの厚さ・種類を明記してください。 

●鍵の種別を明記してください。 

※シリンダー錠の場合、内側がサムターン錠等の手動で開閉できる鍵かどうかを明記して

ください。 

※鍵が複数ある場合はその旨を明記してください。 



●床面から建具下端までの高さを明記してください。 

●無窓階算定上の開口部が面する通路の位置及び幅員（有効幅員１ｍ以上）を敷地配置図等

に明記して下さい。 

●無窓階判定上のガラスにフィルム（防犯、飛散防止、サイン等）を貼る場合には、その素

材と厚みを明記してください。 

 ●ガラスの種類・厚さ等は、下表を参考にしてください。 

開口部の条件 

ガラスの種類・厚さ 

判定 

足場有 足場無 

普通板ガラス（低放

射ガラス（Low-E

ガラス）を含む。） 

フロート板ガラス 

磨き板ガラス 

型板ガラス 

熱線吸収板ガラス 

熱線反射ガラス 

厚さ 10 ㎜以下 

引き違い戸 〇 〇 

ＦＩＸ 〇 〇 

網入板ガラス 

線入板ガラス 
厚さ 6.8 ㎜以下 

引き違い戸 △ △ 

ＦＩＸ × × 

厚さ 10 ㎜以下 
引き違い戸 △ × 

ＦＩＸ × × 

強化ガラス 

耐熱強化ガラス 
厚さ５㎜以下 

引き違い戸 〇 〇 

ＦＩＸ 〇 〇 

合わせガラス ⑴ フロート板ガラス６㎜以下＋ＰＶＢ（ポ

リビニルブチラール）30mil（膜厚0.76㎜）

以下＋フロート板ガラス６㎜以下の合わせ

ガラス 

⑵ 網入板ガラス 6.8 ㎜以下＋ＰＶＢ30mil

（膜厚 0.76 ㎜）以下＋フロート板ガラス

５㎜以下の合わせガラス 

引き違い戸 △ △ 

ＦＩＸ × × 

⑴  フロート板ガラス５㎜以下＋ＰＶＢ

60mil（膜厚 1.52 ㎜）以下＋フロート板ガ

ラス５㎜以下の合わせガラス 

⑵ 網入板ガラス 6.8 ㎜以下＋ＰＶＢ60mil

（膜厚 1.52 ㎜）以下＋フロート板ガラス

６㎜以下の合わせガラス 

⑶  フロート板ガラス３㎜以下＋ＰＶＢ

60mil（膜厚 1.52 ㎜）以下＋型板ガラス４

㎜以下の合わせガラス 

引き違い戸 △ △ 

ＦＩＸ × × 

複層ガラス 構成するガラスごとに本表（網入板ガラス及び線入板ガラスにあっては、厚さ

6.8 ㎜以下のものに限る。）により評価し、全体の判断を行う。 



 

４ 消火器（消防法施行令第 10 条） 

●消火器の種別（単位数）を明記してください。 

●防火対象物の各部分から、歩行距離 20ｍ以下となるように設置してください。 

●付加設置の消火器は、その旨を明記してください。 

【例】少量危険物用・厨房用 

●屋外に面する部分等に設置する場合は、格納箱に収納する等を明記してください。 

 

５ 屋内消火栓設備（消防法施行令第 11 条） 

●消防法施行令第 11 条第２項（２倍読み、３倍読み）の規定を適用する場合は、建築物の

構造（耐火構造、準耐火構造）及び内装制限の有無（腰壁含む）を明記してください。 

●屋内にポンプ室を設ける場合は、不燃材料により区画され開口部に防火設備を設けた専用

の室に設けてください。 

●４階以上の防火対象物は、補助高架水槽又は補助ポンプを設置してください。 

●包含円を明記し、各部分に有効に放水できるように設置してください。 

 ※壁や什器等により放水できない部分が生じないよう、屋内消火栓のホースを延長する経

路、ホースの長さ及び放水距離を考慮し、各部分を有効に消火できるようにしてくださ

い。 

 

６ スプリンクラー設備（消防法施行令第 12 条） 

●消防法施行規則第 13 条第１項（13 条区画）の規定を適用する場合は、計算書を添付し

てください。 

●特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置する場合は、室内に面する部分の仕上げを

明記してください。 

●補助散水栓及びヘッド配置に包含円を明記し、散水障害がないようにしてください。 

 

７ 粉末消火設備（消防法施行令第 18 条） 

 ●移動式粉末消火設備を設置する場合は、移動式とすることができる条件の計算書を添付し

てください。 

 

８ 自動火災報知設備（消防法施行令第 21 条） 

 ●警戒区域線及び警戒区域番号を明記してください。 

●区分鳴動とする場合は、その旨を明記してください。 

●地区音響装置から 25ｍの包含円を明記してください。 

●天井裏の高さが 50 ㎝以上ある場合は、感知器が必要です。（主要構造部を耐火構造とし

た建築物を除く。）この場合は、天井裏の区画を明記してください。 

●宿泊施設、病院及び福祉施設の就寝施設として用いる居室は、煙感知器を設置してくださ

い。 



 

９ 消防機関へ通報する火災報知設備（消防法施行令第 23 条） 

●消防法施行令第 23 条第３項の規定を適用し、消防機関へ常時通報することができる電話

を設置する場合は、その旨を明記してください。 

 

10 非常警報設備（消防法施行令第 24 条） 

 ●非常ベル又は自動式サイレンから水平距離 25ｍの包含円を明記してください。 

●放送設備は、スピーカーから水平距離 10ｍの包含円を明記してください。 

●スピーカーの設置を要しない部分は、その面積及び斜線等で明示しその部分を包含するス

ピーカーは、水平距離８ｍの包含円を明記してください。 

 

11 避難器具（消防法施行令第 25 条） 

●避難器具の降下空間には物干し金物及び室外機その他降下障害となるものを設置しない

でください。 

●避難空地及び避難通路を確保し、当該通路を図面（配置図、平面図等）に明記してくださ

い。 

●降下空間の位置を図面（立面図等）に明記してください。 

 

12 誘導灯（消防法施行令 26 条） 

●機器凡例（誘導灯の等級）を明記して下さい。 

●通路誘導灯の記号には「矢印」を明記してください。 

●階段に階段通路誘導灯を設置してください。（非常照明の設置がある場合を除く。） 

●消防法施行規則第 28 条の３第４項第３号に該当する防火対象物は等級をＡ級又はＢＨ

級としてください。 

●原則、床面から高さ 2.5ｍ以下となる位置に設置してください。 

●誘導音付点滅形誘導灯を設置する場合は、誘導灯信号装置及び停止用感知器の位置を明記

してください。 

●避難経路上の扉は、非常時に避難できるよう鍵等を用いずに開放可能なものとしてくださ

い。 

●電気錠の場合、自動火災報知設備と連動するなどにより解錠可能なものとしてください。 

 

火災予防条例に関する留意事項 

13 厨房設備（鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例第３条の４） 

●厨房設備に付属する排気ダクトの材質及び厚みを明記してください。 

●厨房設備に付属する排気ダクトの断熱の方法を明記してください。（ロックウール 50 ㎜

等） 

●油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備のフードは、材質及び厚みを明記して

ください。 



●油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備は、グリス除去装置（グリスフィルタ

ー等）及び火炎伝送防止装置（防火ダンパー等）の設置について明記してください。 

●厨房設備の機器表に、各厨房設備の入力容量及び入力の合計を明記してください。 

●厨房設備の入力合計が 350ｋｗ以上の場合、不燃材料により区画され、かつ、開口部に

防火戸を設けた室内に設置してください。 

 

14 変電設備（鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例第 11 条）  

●変電設備の全出力（ｋｗ）を明記してください。 

●屋内設置の場合は、不燃材料により区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた室内

に設置してください。（消防長又は消防署長が認める構造のキュービクル式のものを除く。） 

●屋外設置の場合は、建築物から３ｍ以上の距離を確保してください。（消防長又は消防署

長が認める構造のキュービクル式のものを除く。）ただし、変電設備の周囲３ｍ未満に存

する建築物の外壁を不燃材で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するとき

は、この限りでない。 

 

15 内燃機関を原動力とする発電設備（鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例第 12 条）  

●発電設備の全出力（ｋｗ）を明記してください。 

●燃料の種類及び数量を明記してください。 

 

16 少量危険物（鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例第 31 条） 

 ●油脂庫等を設ける場合は、少量危険物に該当するか算定するため貯蔵する危険物の類・品

名・最大数量を明記してください。 

 ●少量危険物を屋内で貯蔵する場合は、不燃材料により区画され、かつ、窓及び出入口に防

火戸を設置してください。 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

 

消防局予防課    （0857）23‐2460 yobou@tottori-tobushobo.jp 

鳥取消防署予防係  （0857）29‐6894 tottori@tottori-tobushobo.jp 

湖山消防署予防係  （0857）31‐0119 koyama@tottori-tobushobo.jp 

岩美消防署予防係  （0857）73‐0119 iwami@tottori-tobushobo.jp 

八頭消防署予防係  （0858）85‐1211 yazu@tottori-tobushobo.jp 

気高消防署予防係  （0857）82‐2211 ketaka@tottori-tobushobo.jp 

 
 

鳥取県東部広域行政管理組合消防局 


